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5/21
（土）
11:30

男
68
歳

第４庁舎跡地を草刈り作業中、砕石を飛
散させて向かい側の楽器店入口のガラスを
破損させた。使用を制限していたナイロン
コードカッターを使用していた。

40,050円

8/23
（火）
11:00

男
73
歳

敷地内を草刈作業中、小石のようなもの
を飛散させて隣接駐車場にあった車の助手
席側後部窓ガラス破損及びその周辺のボ
ディに凹み傷３か所を付けた。

124,089円

9/10
（土）
14:00

男
82
歳

敷地内の草刈り作業中、地中から出てい
る配線、配線カバー各１箇所を切断する。

79,100円

9/12
（水）
7:50

男
72
歳

向ヶ丘駐車場へ刈り草集めに行く際、当
センター裏駐車場からレンタルした２ｔダ
ンプを出庫させ道路を曲がり切れなかった
ためバックした。その際、後ろにいた会員
の自家用車前部に追突した。免責は２０万
円である。２ｔダンプに損傷は無かった。

保険対象外
会員負担
20,000円

ｾﾝﾀｰ負担
180,000円

11/10
（木）
11:30

男
74
歳

大瀬駐車場の刈草を積み込んだ軽トラッ
クに、当センター裏にある枝葉等ごみ袋を
積み込み、方向転換しようとバックした際、
当センター職員の自家用車に追突した。

会員負担
74,950円

①就業前のＫＹ（危険予知）活動を実践し、「安全はすべてに優先する」
の基本理念のもと安全就業に努め、事故ゼロ目指す。

②県シ連「安全標語の募集」への積極的参加と、6月、8月、12月に「安全
ニュース」を発行し、安全意識の醸成と共有を図る。

③ガソリンは携行缶のみで使用・持込みできるものとし、混合容器を含む
ペットボトル等の現場（車両内も含む）への持込みを厳禁する。

④事故の多い草刈りを対象とした安全パトロールを6月に実施し、安全作業
の意識向上と事故の削減を図る。

⑤脚立、梯子の使用時にはもちろん、枝切りにおけるヘルメット、安全帯
の使用を徹底する。

⑥就業場所に「のぼり旗」を設置し、外部からの目と会員の意識の両面か
ら安全就業を図る。

⑦令和4年4月から義務付けられた「自転車への保険加入」（秋田県条例）
に伴う、未加入会員の根絶。

⑧改正道路交通法の施行により、4月1日から自転車利用者のヘルメット着
用が努力義務化されたことに伴う着用の励行と周知。

⑨安全就業基準を遵守しない会員については、就業を中止または停止する。

《令和５年度 安全就業基本方針》

令和４年度 事故発生状況
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